
 

 

 

契 約 書（案） 

件 名 「オールインワン蛍光顕微鏡 一式」の購入 

契 約 金 額 
￥          円 
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額     円 

履 行 期 限 令和５年３月３１日 

引 渡 場 所 名古屋市立大学大学院医学研究科 

契 約 金 額 支 払 場 所 公立大学法人名古屋市立大学 

契 約 保 証 金 免除 

特 約 条 項 なし 

 

上記の件について、公立大学法人名古屋市立大学（以下「甲」という。）と売渡人（以下「乙」と

いう。）とは、契約約款により契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。 

この契約を証するため本書２通を作成し、記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

令和  年  月  日 

 

甲 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１ 

公立大学法人名古屋市立大学 

        理事長  郡 健二郎  

 

乙 売渡人 住所  

                

氏名                ㊞ 

供 覧 
課 
 
長 

 
係 
 
長 

 
係 
 
員 

 



 （総  則） 

第１条 乙は、日本国の法令を遵守し、甲の提示した仕様書に基づき、頭書の契約金額をもって履行期限内

に、契約の目的物（以下「物品」という。）を甲に引き渡さなければならない。 

 （当然履行義務） 

第２条 乙は、この契約について契約書及び仕様書に明示されていない事項でも履行上当然必要な事項につ

いては、甲の指示に従い乙の負担で施行するものとする。 

 （権利義務の譲渡等の禁止） 

第３条 乙は、甲の承認がなければこの契約によって生ずる権利及び義務を他人に譲渡し、若しくは承継させ、

又はその権利を担保に供することができない。 

 （検査及び引渡し） 

第４条 乙は、物品を納入したときは直ちに甲に報告し、甲の指定した検査員（以下「検査員」という。）の検査を

受けなければならない。 

２ 検査員は、前項の検査において必要があると認めるときは、物品について試験又は試用を行うことがある。 

３ 第１項の検査に要する費用及びその検査のため変形、変質、消耗又はき損した物品の損失は、すべて乙の

負担とする。 

４ 第１項の検査は、物品の総量の一部を検査することにより、全部の成績の適否を判定する方法によることがで

きる。 

５ 物品の引渡しは、引渡場所において第１項の検査に合格したときをもって完了する。 

 （検査の立会い） 

第５条 乙は、前条の検査に立ち会わなければならない。 

２ 乙は、前条の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。 

 （補正、引換え及び値引採用） 

第６条 乙は、納入した物品の全部又は一部が第４条第１項の検査に合格しないときは、甲の指定する日までに

その物品の補正又は引換えをしなければならない。 

２ 甲は、検査の結果、物品に僅少の不備な点があった場合において、使用上支障がないと認めるときは、甲の

認定する額を値引きのうえ、これを採用することがある。 

 （代金の支払） 

第７条 乙は、物品を完納し、第４条第１項の検査に合格したのちでなければ、その契約代金の支払を請求する

ことができない。 

２ 契約代金の支払日は甲が乙から支払の請求を受けた翌月の15日（金融機関休業日の場合は、その直後の

金融機関営業日）とする。 

３ 契約代金の支払場所は公立大学法人名古屋市立大学とし、その支払方法は、乙の申し出により甲の主要取

引銀行と為替取引のある金融機関の乙の預金口座に口座振替をすることができる 

４ 前項にかかる振込手数料は、甲の主要取引銀行と乙の指定する銀行が同じである場合は、甲の負担とする。

異なる場合は、乙の負担とする。 

 （延滞金） 

第８条 乙が正当な理由がないのに債務の履行を遅延したときは、遅延日数に応じ、契約金額に契約締結の日

における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第8条第1項に規定する財務

大臣が決定する率を乗じて計算した額を延滞金として徴収する。 

２ 前項の延滞金の算定の基準となる日数には、検査に要した日数及び第６条第１項の規定によって完全履行

をさせるため最初に指定した日までの日数は算入しないものとする。 

 （危険負担） 

第９条 物品の引渡し前に生じた損害は、甲の責に帰すべき事由により生ぜしめた損害である場合を除き、乙の

負担とする。 

 （目的物の種類、品質又は数量に関する担保責任） 

第10条 乙は、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない物品を引渡した場合におけるその不適

合について、担保の責任を負わなければならない。この場合において、乙が負う担保責任の期間は、甲が

その不適合（数量に関する不適合を除く。）を知った時から 1 年以内とする。 

 （履行期限の延長） 

第11条 乙は、天災その他やむを得ない事由によって履行期限内に契約の履行ができなくなったときは、履行

期限の延長を申し出ることができる。 

２ 甲は、前項の規定による申し出があり、その事実を確認したときは、履行期限の延長を認めるものとする。 

 （契約内容の変更） 

第12条 甲は、必要があるときは、乙と協議のうえ、物品の数量若しくは履行期限を変更し、又は履行の中止をさ

せることができる。 

 （協議による契約の解除） 

第13条 甲は、必要があるときは、乙と協議のうえ、この契約の全部又は一部の解除をすることができる。 

２ 乙は、前条の規定により物品の数量を変更したため、契約金額が２分の１以下に減少することとなるとき、又

は履行の中止期間が契約期間の３分の２以上に及ぶときは、甲と協議のうえ、契約の解除をすることができ

る。 

 （甲の解除権） 

第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に

履行がないときは、契約を解除することができる。 

（１）正当な理由がないのに契約を履行しないとき、又は契約期間内に履行の見込みがないとき。 

（２）契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。 

（３）契約の履行にあたり、係員の指示に従わず、又はその者の職務の執行を妨げたとき。 

（４）契約の相手方として必要な資格を欠いたとき。 

（５）この契約に定めた条件に違反したとき。 

 

 ２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。 

（１）契約の履行をすることができないことが明らかであるとき。 

（２）乙がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（３）乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表

示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 

（４）契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契

約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 

（５）前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を

達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

３ 前２項の規定によって契約を解除した場合においては、乙の納付に係る契約保証金は、甲が取得する。

ただし、契約保証金が納付されていない場合で、乙が履行保証保険契約を締結しているときは、甲はそ

の保険金を取得し、その他のときは、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲に納付し

なければならない。 

 （談合その他の不正行為に係る甲の解除権） 

第15条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは前条第１項第２号に規定する

不正の行為とみなし、契約を解除することができる。この場合において、同条第１項に規定する催告を要し

ないものとする。 

（１）乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」

という。）第３条、第６条、第８条又は第19条の規定による違反（以下「独占禁止法違反」という。）するとし

て、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第１項に規定する納付命令を受け、当該命

令が確定したとき。 

（２）乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が、刑法（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは第198条又は

独占禁止法第89条第１項、第90条第１号若しくは第２号若しくは第95条第１項第１号に規定する罪を犯

し、刑に処せられた（刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。）とき。 

（３）前２号に規定するもののほか、乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が、独占禁止法違反行為をし、又は

刑法第96条の６若しくは第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。 

２ 前条第３項の規定は、前項による解除の場合に適用する。 

 （契約解除後の既納物品の取扱い） 

第16条 甲は、前条第１項の規定により契約を解除した場合において、既納物品があるときは、その全部又

は一部を取得し、その代価を支払うことができる。 

２ 乙は、前項の規定によって甲が取得した物品以外の物品を甲の指定する日までに、自己の負担におい

て引き取らなければならない。 

３ 乙が前項の指定された日までに当該物品を引き取らないときは、乙がその物品に対する権利を放棄した

ものとみなす。 

 （談合その他の不正行為に係る賠償額の予定） 

第17条 乙がこの契約に関して第15条第１項各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否

かにかかわらず、乙は、契約金額に100分の20を乗じて得た額の賠償金に、契約金額の支払が完了した

日から賠償金の支払日までの日数に応じて契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する

法律第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率による利息を付して支払わなければならない。ただ

し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

（１）第15条第１項第１号及び第３号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第２条第９項に基づく不公

正な取引方法（一般指定）（昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号）第６項で規定する不当廉売

の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、そのことを甲が認めるとき。 

（２）第15条第１項第２号のうち、乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が刑法第198条に規定する罪を犯し刑

に処せられたとき、又は同項第４号のうち、刑法第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになっ

たとき。ただし、乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が刑法第96条の６の規定にも該当し、刑に処せられ

たとき（同項第4号については、刑法第96条の６の規定に該当する行為をしたことも明らかになったとき。）

を除く。 

２ 第1項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者で

あった者又はその構成員であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払を請求することができる。

この場合において、乙の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して支払わなければなら

ない。 

３ 第1項の規定にかかわらず、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、甲は、

乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 

４ 前３項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。 

 （相殺） 

第18条 甲は、この契約において、乙から徴収すべき金額があるときは、その金額と乙に支払うべき契約代

金又は返還すべき契約保証金と相殺する。 

 （疑義の決定） 

第19条 この契約書及び仕様書について甲乙間に意見を異にするときは、甲の判断によるものとする。 

２ この契約書及び仕様書に定めのない事項について疑義を生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。 

 （紛争の解決） 

第20条 この契約に関して紛争が生じた場合は、当事者間の協議により解決を図るものとする。 



 

仕様書 

 
 

１ 品名及び数量 

KEYENCE 

オールインワン蛍光顕微鏡 一式 

（内訳）・コントローラ（LED）、ヘッド、BZ 立上げ調整費、解析アプリケーション

（BZ-X800用）、ハイブリッドセルカウント（BZ-X800用）、マクロセルカ

ウント（BZ-X800 用）、マルチスタックモジュール、BZ-X フィルタ GFP、

BZ-Xフィルタ TRITC、BZ-Xフィルタ DAPI-V、運搬・搬入費 

 

 

２ 納入期限  

 令和 5年 3月 31日（金） 

 

 

３ 設置条件  

（１）設置場所 

   名古屋市立大学大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野 

（医学部研究棟 9階） 

（２）納品確認 

   納入期限までに機器すべてを使用可能な状態に調整し、担当職員の確認を受 

けてください。 

（３）初期の機器操作に関する支援 

   機器が正常に稼働したことを確認後、速やかに機器操作にかかる研究科内講 

習会を納入者の負担により実施してください。 

 

 

４ 製品の保証条件について 

機器納入後１年間は保証期間とし、納入する物件が完全な機能を保つよう納入

者の負担で維持してください。 

 

 

５ 本件連絡先 

     公立大学法人名古屋市立大学 

医学研究推進課研究推進係 電話：052-853-8078 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



情報取扱注意項目                               （別紙１） 
 

（基本事項） 

第 1 この契約による事務の処理（以下「本件業務」という。）

の委託を受けた者（以下「乙」という。）は、本件業務を

履行するに当たり、情報保護の重要性を認識し、情報の

適正な保護及び管理のために必要な措置を講じるととも

に、個人の権利利益を侵害することのないようにしなけ

ればならない。 

 

（関係法令等の遵守） 

第 2 乙は、本件業務を履行するに当たり、名古屋市情報あ

んしん条例（平成16年名古屋市条例第41号。以下「あ

んしん条例」という。）、名古屋市個人情報保護条例（平

成17年名古屋市条例第26号。以下「保護条例」という。）

その他関係法令を遵守しなければならない。 

 

（適正管理） 

第 3 乙は、本件業務に関して知り得た公立大学法人名古屋

市立大学（以下「甲」という。）から取得した情報及び委

託の趣旨に基づき市民等から取得した情報（これらを加

工したものを含み、委託の趣旨に基づき甲に提供される

予定のものに限る。以下「取得情報」という。）の漏えい、

滅失又は改ざんの防止その他の取得情報の適正な管理の

ために必要な措置を講じなければならない。 

 

（機密情報の取扱いに関する特則） 

第 4 乙は、本件業務を処理するために、機密情報（名古屋

市情報あんしん条例施行細則（平成16年名古屋市規則第

50号）第28条第1項第1号に規定する機密情報をいう。

以下同じ。）を収集するときは、当該業務を処理するため

に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しな

ければならない。 

 

（第三者への提供及び目的外使用の禁止） 

第 5 乙及び本件業務に従事している者又は従事していた者

は、取得情報を正当な理由なく第三者に知らせ、又は当

該業務の目的外に使用してはならない。 

2 前項の規定は、契約の終了（契約を解除した場合を含

む。以下同じ。）後においても同様とする。 

 

（再委託の禁止又は制限等） 

第 6 乙は、甲の承認を得ることなく、本件業務を第三者に

委託してはならない。 

2 乙は、本件業務を第三者に委託する場合は、取得情報

の取扱いに関し、この契約において乙が課せられている

事項と同一の事項を当該第三者に遵守させなければな

らない。 

3 乙は、機密情報の取扱いを伴う本件業務を委託した第

三者からさらにほかの第三者に委託（以下「再々 委託」

という。）させてはならない。ただし、再々 委託するこ

とにやむを得ない理由がある場合であって、甲が認めた

ときはこの限りではない。 

 

 

 

（複写及び複製の禁止） 

第 7 乙は、甲から指示又は許可された場合を除き、取得情

報が記録された資料及び成果物（甲の指示又は許可を受

けてこれらを複写し、又は複製したものを含む。以下同

じ。）を複写し、又は複製してはならない。 

（情報の返却及び処分） 

第 8 乙は、取得情報が記録された資料のうち甲から取得し

たものを保有する必要がなくなったときは、その都度速

やかに甲に返却しなければならない。ただし、甲の承認

を得た場合はこの限りではない。 

 2 乙は、前項に規定する場合を除き、取得情報を保有す

る必要がなくなったときは、その都度確実かつ速やかに

切断、溶解、消磁その他の復元不可能な方法によって処

分しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合は

この限りではない。 

（情報の授受） 

第 9 取得情報並びに取得情報が記録された資料及び成果物

の授受は、すべて甲の指名する職員と乙の指名する者と

の間において行うものとする。 

（報告等） 

第10 乙は、甲が取得情報の保護のために実地調査をする必

要があると認めたときは、これを拒んではならない。ま

た、甲が取得情報の保護について報告を求めたときは、

これに応じなければならない。 

2 乙は、取得情報の漏えい、滅失又は改ざん等の事故が

生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直

ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 

（従事者の教育） 

第11 乙は、本件業務に従事している者に対し、あんしん条

例、あんしん条例施行細則及びこれらに基づく諸規程を

周知するなど、情報の保護に関し十分な教育を行わなけ

ればならない。 

 2 乙は、本件業務が個人情報を取り扱う業務である場合、

当該業務に従事している者に対し、保護条例に規定され

た罰則の内容を周知しなければならない。 

 3 乙は、情報の取扱いに関するマニュアルを作成し、本

件業務に従事している者に対し、その内容並びに守秘義

務に関する事項及び情報の目的外利用の禁止又は制限

に関する事項を周知しなければならない。 

（契約解除及び損害賠償等） 

第12 甲は、乙が情報取扱注意項目に違反していると認めた

ときは、次の各号に掲げる措置を講じることができる。 

(1) 契約を解除すること。 

(2) 損害賠償を請求すること。 

(3) 取得情報が漏えいし、市民の権利が害されるおそれ

があると認めるときは、あんしん条例第34条の規定

に基づきその旨を公表すること。 

2 前項第2号及び第3号の規定は、契約の終了後におい

ても適用するものとする。 

 

 



（特定個人情報に関する特則） 

第 13 乙は、本件業務が特定個人情報（保護条例第2条第7

号に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。）を取り

扱う事務である場合、あらかじめ甲の承認を得た場合

を除き、本件業務の履行場所から特定個人情報を持ち

出してはならない。 

2 乙は、本件業務において特定個人情報を取り扱う者を

明確にしなければならない。なお、甲から求めがあると

きは、特定個人情報を取り扱う者について速やかに報告

しなければならない。 

3 乙は、第1項及び第2項に規定する事項のほか、行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成25年法律第27号）第2条第12

項に規定する個人番号利用事務実施者としての義務を 

果たすこと。 

※ 個人番号関係事務の場合は、「第2条第12項に規定

する個人番号利用事務実施者」を「第2条第13項に規

定する個人番号関係事務実施者」に修正する。 

（電子情報の消去に関する特則） 

第14  乙は、甲が所有する記録媒体の廃棄又は賃借している

記録媒体の返却に当たり、本件業務により当該記録媒体

に記録された電子情報の消去を行う場合は、物理的破壊、

消磁その他復元不可能な方法によらなければならない。 

2  乙は、前項の消去を行ったときは、電子情報を復元不可能

な方法によって消去したことを証する写真その他の証拠を添

えた証明書等を提出して、甲の確認を受けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

グリーン配送に関する特記仕様書 
 

 

（基本事項） 

第 1 この契約の相手方（以下「契約業者」という。）は、本契約にかかる公立大学法人名

古屋市立大学（以下「本学」という。）への物品の納入に、自動車（二輪自動車を除く。）

を使用する場合、グリーン配送を実施するよう努めなければならない。なお、物品の納入

業務を他人に委託する場合は、契約業者から委託を受けて物品の納入を行う事業者（以下

「納入業者」という。）に、グリーン配送を実施させるよう努めなければならない。 

 

 注 「グリーン配送」とは、本学が締結する物品の買入れ契約（印刷の発注を含む。）及

び物品の借入れ契約において、自動車（二輪自動車を除く。）を使用して物品の納入を行お

うとする事業者（契約の相手方（以下「契約業者」という。）で自ら物品の納入を行う者又

は契約業者から委託を受けて物品の納入を行う者（以下「納入業者」という。）が、物品の

納入先（愛知県内に所在する市の機関に限る。）へ適合車両を使用し、かつエコドライブ（環

境に配慮した自動車の運転のことをいう）を実施して物品の納入を行うことをいう。 

 

 （グリーン配送に使用する車両） 

第 2 グリーン配送に使用する車両は、車種規制非適合者を除く次の自動車とする。 

 （1）電気自動車              （2）天然ガス自動車 

 （3）メタノール自動車                      (4) ハイブリッド自動車 

 （5）低排出ガス車かつ低燃費車             （6）燃料電池自動車 

 （7）車両総重量 3.5t超のガソリン車・LPガス車・新長期規制適合以降ディーゼル車 

 （8）クリーンディーゼル自動車       （9）プラグイン・ハイブリッド自動車 

 （10）低排出ガス車            （11）低燃費車 

 （12）超低 PM排出ディーゼル車       （13）LPガス貨物自動車 

（14）車両総重量 3.5t越の新短期規制適合ディーゼル車 

（15）その他、環境局長が認めるもの 

 

 注 「車種規制非適合者」とは「自動車 NOx・PM 法」に定める窒素酸化物排出基準又は

粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。 


